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（概算契約） 

 

業務委託契約書 

（長期継続契約） 

 

１ 委託業務名 ： うるま市車両管理業務 

２ 履 行 期 間  ： 令和８年２月１日から令和１２年１月３１日まで 

３ 業務委託料 ： 委託業務の実施に要した経費の額。 

ただし、金５８，５７１，０４０円  

（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額：金５，３２４， ６

４０円 ）を上限とする。               

４ 契約保証金 ： うるま市契約規則第６条第２項第７号の規定により免除 

５ 特 約 事 項  ： なし 

  

上記の委託業務について、甲と乙とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの

とする。 

 本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

  令和８年１月○日 

 

               甲：沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号 

                    

                   うるま市長 中村 正人 

 

 

               乙：○○○○○○○○○○○○ 

 

                   ○○○○○○○○○○○○ 

          



 

うるま市車両管理業務委託契約書（案） 
 

 

うるま市（以下「甲」という）と○○○○（以下「乙」という）とは、次のとおり委託契

約（以下「本契約」という）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本契約は、甲が乙に対して、甲の車両における法定期点検及び継続車検等定期点検

等に関する事務手続、各種修繕及び事務手続等に関する業務（以下「本件業務」という）

を委託し、乙がこれを受託することにより、甲の事務負担軽減及び本件業務の質の向上に

寄与することを目的とする。 

 

（委託内容、履行期限） 

第２条 甲が乙に委託する本件業務の具体的な内容、履行期限及び委託料は以下のとおりと

し、甲は乙に対し、当該業務委託料を第９条（支払方法）に定める支払方法に基づき支払

うものとする。 

本件業務の内容：別紙仕様書のとおり 

業務準備期間：契約日から令和８年１月３１日まで 

履行期間：令和８年２月１日から令和１２年１月３１日まで 

履行場所：うるま市内 

 

（サービス水準） 

第３条 乙は、本業務を誠実かつ確実に遂行するため、次の各号に掲げる基準（以下「サー

ビス水準」という。）を遵守しなければならない。 

（１） 車両の保守点検及び整備は、道路運送車両法その他関係法令に基づき、整備管理

者又は自動車整備士等の有資格者が行うこと。 

（２） 車両の整備記録等の管理台帳を整備し、甲の求めに応じて速やかに提出すること。 

（３） 業務の遂行にあたっては、甲の公用に支障が生じないよう、必要な人員及び体制

を常に確保すること。 

２ 甲は、前項のサービス水準の達成状況について、必要に応じて点検又は報告を求めるこ

とができる。 

３ 乙が前各項の定めに違反し、甲から改善の指示を受けた場合は、速やかに是正措置を講

じなければならない。 

４ 前項の改善がなされないときは、甲は契約の全部又は一部を解除することができる。 

 

（契約内容の変更） 

第４条 甲及び乙が、本契約の一部をやむを得ず変更するときは、両者協議して行うものと

する。 



 

（履行） 

第５条 乙は、本契約が成立したときは、契約締結後１０日以内に契約履行着手届を甲に提

出する。ただし、甲が必要ないと認めたときは、省略することができる。 

 

（実施体制） 

第６条 乙は、本件業務を遂行するに当たり、予め乙の従業員の中から次の業務を行う業務

責任者を選任した上で、業務責任者の氏名、役職その他甲が指定した事項を記載した業務

責任者選任届を甲に提出する。 

（１） 本件業務に従事する乙の従業員の労務管理及び作業上の指揮命令 

 （２） 本件業務の遂行に関する甲との間の連絡、報告及び調整 

２ 業務責任者が変更となった場合、乙は変更後の業務責任者の氏名、役職その他甲が指定

した事項を記載した業務責任者変更届を甲に提出するものとする。 

３ 甲は、本件業務の遂行に関して必要となる指図は業務責任者に対して行うものとする。 

 

 （業務引継） 

第７条 甲が求めた場合、乙は、甲又は甲が指定する者に対して、本件業務の遂行状況その

他の本件業務の遂行に必要な情報を引き継がなければならない。 

 

（業務実績報告書の提出及び検査） 

第８条 乙は、当月の業務実績報告書を翌月１０日までに甲に提出するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、その日から起算して１０日以内に、本件

業務の内容を確認するための検査を行うものとする。 

 

（委託料及び支払方法） 

第９条 委託料は、前条第１項の業務実績報告書に応じて算定するものとする。 

２ 前条第２項の規定による検査に合格したときは、乙は甲に対し、委託料の支払いを請求

することができる。 

３ 委託料の請求及び支払の時期は、原則として１か月ごととする。ただし、業務の性質そ

の他の事情により必要があるときは、甲乙協議のうえ、文書により別途定めることができ

る。 

４ 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して３０日以内に委託料

を支払うものとする。 

 

（報告内容） 

第１０条 乙は、本件業務が本契約及び法令に従い適正に行われたこと及び完了報告内容の

真正を保証する。 

 

 



 

（第三者が保有する知的財産権の侵害） 

第１１条 乙は、本件業務を遂行するに当たり第三者の知的財産権の侵害をしていないこと

を表明し、かつ保証するものとし、甲が第三者から知的財産権の侵害に関する訴訟を提起

され又は権利を主張される等の紛争が生じた場合には、当該紛争の解決に協力するととも

に、これによって甲に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。 

 

（損害賠償） 

第１２条 乙は、本契約に違反した場合又は本件業務に関連して甲に損害を与えた場合には、

甲がこれによって被った損害を直ちに賠償しなければならない。 

 

（貸与物の管理） 

第１３条 乙は、甲から資料等を貸与された場合には、これらの貸与物を善良なる管理者の

注意をもって管理するとともに、本契約の履行の目的以外にこれを使用してはならない。 

２ 乙は、本契約の履行が終了したときは、甲から受領した貸与物を原状に復した上で、速

やかに甲に返却しなければならない。 

 

（秘密保持） 

第１４条 乙は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 乙は、業務の処理過程において作成した記録等を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲

渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１５条 乙は、本件業務の遂行に関連して甲から個人情報の開示を受けた場合には、本件

業務を遂行するために必要な範囲において当該個人情報を取り扱うものとし、本件業務を

遂行する目的以外に当該個人情報を取り扱ってはならない。 

２ 乙は、甲から個人情報の開示を受けた場合には、直ちに個人情報の取得、利用、保管及

び廃棄を行う責任者を選任した上で、甲に対して当該責任者の氏名、役職及び連絡先を書

面により通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。 

３ 乙は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守するものとする。 

 

（契約業務の再委託） 

第１６条 乙は、第三者（以下「再委託先」という）に対し、本件業務の全部又は一部を再

委託してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書きに基づき再委託を行った場合には、直ちに再委託先の名称及び再

委託した本件業務の内容を書面により甲に通知するものとする。 

３ 乙は、第１項ただし書きに基づき再委託を行った場合は、再委託先をして本契約に定め

る乙の義務と同等の義務を順守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、

再委託先による当該義務違反は乙の違反とみなして、その一切の責任を負うものとする。 



 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第１７条 甲と乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、再委託し、ある

いは担保してはならず、第三者に義務を承継してはならない。ただし、あらかじめ書面に

よる承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

（有効期間） 

第１８条 本契約の有効期間は契約締結日から第９条（委託料及び支払方法）に基づき乙の

本件業務完了後、甲が乙に対し委託料の支払を完了した日までとする。 

 

（契約の解除） 

第１９条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告をすることなく本契約の全部又

は一部を解除することができる。 

（１） 契約に違反し、又は不正若しくは不誠実な行為を行ったとき。 

（２） 契約の履行が不能となったとき。 

（３） 差押え、仮差押え、破産、民事再生手続開始等の申立てがあったとき。 

（４） 車両の管理において安全上重大な支障を生じさせたとき。 

（５） その他契約の目的を達成することが困難と認められる事由が生じたとき。 

2 前項により契約を解除された場合において、乙はこれにより生じた損害の補償を請求す

ることができない。ただし、甲が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

 

（特約事項） 

第２０条 この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定によ

る長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当

該契約に係る甲の歳出予算の減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は

解除することができる。 

2 前項の規定により乙に損害が生じたときは、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負う。

この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（暴排条項） 

第２１条 乙は、次の各号のいずれにも該当しないこと、及び将来にわたっても該当しない

ことを誓約する。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に定義す

るもの） 

（２） 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（３） 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能

暴力集団等、及びこれらに準ずる者 

２ 乙は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを誓約する。 

（１） 暴力的な要求行為 



 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をする行為 

（４） 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害す

る行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３ 甲は、乙が前各項のいずれかに違反した場合、何らの催告を要せず本契約を解除するこ

とができる。 

４ 前項により契約を解除された場合、乙は、これにより生じた損害について、甲に対して

一切の請求を行わないものとする。 

 

（存続条項） 

第２２条 本契約終了後、第１１条（権利の侵害）、第１２条（損害賠償）、第１４条（秘密

保持）及び第２５条（裁判管轄）の規定は、その効力を存続する。 

 

（法令の遵守） 

第２３条 乙は、本業務の実施にあたり、関係法令、条例、規則その他の規範を遵守し、適

正かつ誠実に業務を遂行しなければならない。また、乙がこれに違反した場合、甲は契約

を解除し、必要に応じて損害賠償を請求できるものとする。 

 

（不可抗力） 

第２４条 乙は、地震、台風、洪水、津波、火災、戦争、内乱、暴動、法令又は行政指導に

よる行為、感染症の流行その他乙の責に帰することができない事由（以下「不可抗力」と

いう。）により、車両の管理業務の全部又は一部を履行できなくなったときは、その責任

を負わないものとする。 

２ 乙は、不可抗力により業務の全部又は一部を履行できない場合、速やかにその旨を甲に

報告し、甲の指示を受けるものとする。 

３ 不可抗力の状態が相当期間継続すると認められる場合には、甲および乙は、誠実に協議

のうえ、契約の全部又は一部の解除、業務の中止その他必要な措置を定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第２５条 本契約に関する訴えの管轄は、那覇地方裁判所沖縄支部とする。 

 

（疑義等の決定） 

第２６条 この契約に定めのない事項及びこの契約の履行に関して疑義が生じた事項は、両

者が協議して決定するものとする。 


